
生駒市規則第２７号 

 押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則をここに公

布する。 

  令和３年１２月２３日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則 

 （生駒市政治倫理条例施行規則の一部改正） 

第１条 生駒市政治倫理条例施行規則（平成２１年３月生駒市規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

  第９条中「認印するとともに、その」を削る。 

  様式第１号から様式第８号までの規定中「㊞」を削る。 

 （生駒市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則等の一部改正） 

第２条 次に掲げる規則の規定中「㊞」を削る。 

(1)  生駒市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成９年５月生駒市規

則第２０号）様式第２号、様式第４号から様式第６号まで、様式第８号、様

式第１０号、様式第１３号、様式第１５号から様式第１７号まで、様式第１

９号及び様式第２１号から様式第２３号まで 

(2)  生駒市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成１３年６月生

駒市規則第１８号）様式第１号から様式第３号まで及び様式第５号 

 (3) 生駒市庁舎管理規則（昭和５６年１０月生駒市規則第１１号）様式第１

号及び様式第３号 

(4) 生駒市公印規則（平成９年３月生駒市規則第９号）様式第１号、様式第

３号及び様式第５号から様式第７号まで 

 (5) 生駒市犯罪被害者等支援条例施行規則（平成３１年３月生駒市生駒市規



則第１０号）様式第１号、様式第２号及び様式第５号 

 (6) 生駒市職員の修学部分休業に関する規則（平成２６年１０月生駒市規則

第２８号）様式第１号及び様式第２号 

 (7) 生駒市職員安全衛生管理規則（昭和６２年７月生駒市規則第２２号）別

記様式 

 (8) 生駒市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等

に関する規則（平成２４年９月生駒市規則第３１号）様式第１号から様式第

４号まで 

 (9) 生駒市立保育所規則（平成１３年３月生駒市規則第８号）別記様式 

(10) 生駒市立保育所延長保育実施規則（令和元年９月２７日生駒市規則第１

６号）別記様式 

 (11) 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例施行規則（令和元年９月生駒市規則第１５号）別記様式 

 (12) 生駒市子ども医療費助成条例施行規則（平成１７年７月生駒市規則第１

９号）様式第１号、様式第１号の２、様式第４号及び様式第５号 

 (13) 生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則（平成１７年７月生駒市

規則第２０号）様式第１号、様式第４号及び様式第５号 

 (14) 老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置等に関する規則（昭和

６２年７月生駒市規則第１２号）様式第５号 

 (15) 老人福祉法に基づく養護老人ホーム入所措置費用の徴収に関する規則（

昭和５１年７月生駒市規則第１３号）様式第１号及び様式第３号 

 (16) 生駒市福祉センター条例施行規則（平成２年６月生駒市規則第８号）様

式第３号 

 (17) ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす条例施行規則（平成１３年４月生駒市規則第

１３号）様式第２号及び様式第３号 



 (18) 生駒市心身障害者医療費助成条例施行規則（平成１７年７月生駒市規則

第２２号）様式第１号、様式第４号及び様式第５号 

 (19) 生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則（平成２７年１２月

生駒市規則第３０号）様式第１号及び様式第３号 

 (20) 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和４９年１０月生駒市規

則第２５号）様式第１号、様式第２号、様式第６号、様式第７号、様式第１

０号、様式第１３号及び様式第１６号 

 (21) 生駒市人権文化センター条例施行規則（平成１４年３月生駒市規則第１

２号）様式第３号及び様式第４号 

 (22) 生駒市火葬場条例施行規則（昭和４９年４月生駒市規則第３号）様式第

１号から様式第４号まで 

 (23) 生駒市自転車駐車場条例施行規則（平成５年３月生駒市規則第１２号）

様式第３号及び様式第６号から様式第８号まで 

 (24) 生駒市国民健康保険高額療養費貸付規則（昭和５３年４月生駒市規則第

４号）様式第１号及び様式第４号 

 (25) 生駒市自転車等放置防止条例施行規則（平成５年７月生駒市規則第２４

号）様式第２号及び様式第４号 

 (26) 生駒市自動車駐車場条例施行規則（平成２０年２月生駒市規則第２号）

様式第４号 

 (27) 生駒市農業委員会の委員の候補者の選定手続等に関する規則（平成２８

年１１月生駒市規則第３３号）様式第１号から様式第３号まで 

 (28) 生駒市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（

平成１５年３月生駒市規則第６号）様式第１号から様式第９号まで 

 (29) 生駒市企業立地促進条例施行規則（平成２４年１０月生駒市規則第３３

号）様式第１号、様式第４号、様式第５号、様式第６号、様式第７号及び様



式第８号 

 (30) 生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター条例施行規則（平成２

９年３月生駒市規則第６号）様式第１号及び様式第２号 

 (31) 生駒市中小企業融資規則（平成１２年３月生駒市規則第１８号）別記様

式 

(32) 生駒市高山竹林園条例施行規則（平成元年４月生駒市規則第６号）様式

第２号及び様式第３号 

 (33) 生駒市道路占用規則（昭和３５年６月生駒市規則第２号）別記様式 

 (34) 生駒市電線共同溝占用規則（平成２３年６月生駒市規則第１９号）様式

第１号及び様式第３号から様式第９号まで 

 (35) 生駒市公共用水路管理条例施行規則（平成１６年９月生駒市規則第１８

号）様式第１号から様式第１０号まで 

 (36) 土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則（昭和４９年４

月生駒市規則第１４号）様式第１号 

 (37) 短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及

び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則（平

成５年３月生駒市規則第６号）様式第１号 

 (38) 生駒市建築関係意見聴取規則（平成６年４月生駒市規則第１４号）別記

様式 

 (39) 生駒市建築協定に関する規則（平成８年１０月生駒市規則第２０号）様

式第１号、様式第２号及び様式第７号 

 (40) 生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則（昭和６３年

１２月生駒市規則第２５号）様式第１号から様式第４号まで 

 (41) 生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則（

平成３年４月生駒市規則第１１号）様式第１号及び様式第２号 



 (42) 生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行規則（平成４年

３月生駒市規則第３号）様式第１号及び様式第４号 

 (43) 生駒市空き家等の適正管理に関する条例施行規則（平成２５年６月生駒

市規則第３５号）様式第６号 

 (44) 生駒市住居表示に関する条例施行規則（昭和４３年６月生駒市規則第９

号）様式第１号及び様式第２号 

 (45) 生駒山麓公園ふれあいセンター条例施行規則（平成３年１１月生駒市規

則第１９号）様式第２号及び様式第３号 

 (46) 生駒市花のまちづくりセンター条例施行規則（平成１３年３月生駒市規

則第７号）様式第３号から様式第５号まで 

 (47) 生駒市再開発住宅条例施行規則（平成６年８月生駒市規則第２７号）様

式第１号、様式第８号、様式第８号の２、様式第８号の４、様式第９号、様

式第１１号、様式第１３号、様式第１４号の２、様式第１５号から様式第１

７号まで、様式第１９号及び様式第２１号から様式第２３号まで 

 (48) 生駒市屋外広告物規則（平成１４年３月生駒市規則第５号）様式第１号

から様式第３号の２まで、様式第６号、様式第７号及び様式第９号 

 (49) 生駒市景観条例施行規則（平成２２年１２月生駒市規則第２８号）様式

第１号から様式第４号まで及び様式第６号から様式第１０号まで 

 (50) 生駒市風致地区条例施行規則（平成２５年３月生駒市規則第１０号）様

式第１号、様式第３号及び様式第５号から様式第１１号まで 

 (51) 生駒市営住宅条例施行規則（平成１０年２月生駒市規則第３号）様式第

１号、様式第４号、様式第６号、様式第７号、様式第９号、様式第１１号か

ら様式第１８号まで、様式第２１号から様式第２６号まで、様式第２８号及

び様式第３１号 

 (52) 生駒市下水道条例施行規則（昭和５９年４月生駒市規則第７号）様式第



１号、様式第２号、様式第５号、様式第８号、様式第１１号から様式第１７

号まで、様式第２０号、様式第２１号の２、様式第２２号、様式第２４号、

様式第２４号の２、様式第２６号、様式第２７号、様式第２９号、様式第３

１号及び様式第３２号 

 （市長が保有する個人情報の保護に関する規則の一部改正） 

第３条 市長が保有する個人情報の保護に関する規則（平成１１年１２月生駒市

規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号から様式第５号（その１）までの規定中「㊞」を削る。 

  様式第５号（その２）中「印」を削る。 

 （生駒市印鑑条例施行規則の一部改正） 

第４条 生駒市印鑑条例施行規則（平成２年１０月生駒市規則第１６号）の一部

を次のように改正する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  様式第２号（表）中「署名捺印して」を「署名して」に改め、「㊞」を削

り、同様式（裏）中「記入、押印して」を「署名して」に改め、「㊞」を削

る。 

住所 

 代理人印 本人との続柄 

  

氏名 
 

様式第１号中 

「 

」 

を 

「 

住所 

 本人との続柄 

 

氏名 
 

」 

に改める。 



  様式第６号及び様式第７号中「㊞」を削る。 

（生駒市認可地縁団体印鑑条例施行規則の一部改正） 

第５条 生駒市認可地縁団体印鑑条例施行規則（平成５年３月生駒市規則第８号

）の一部を次のように改正する。 

様式第１号及び様式第３号中「氏名     ㊞」を「氏名      」

に改める。 

様式第５号中「㊞」を削る。 

（生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則の一部改正） 

第６条 生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施

行規則（昭和４７年１２月生駒市規則第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２２条第２項中「記名押印して」を「記名して」に改める。 

  様式第２号から様式第１１号まで及び様式第１３号から様式第１６号までの

規定中「㊞」を削る。 

 （生駒市税条例施行規則の一部改正） 

第７条 生駒市税条例施行規則（昭和５２年４月生駒市規則第９号）の一部を次

のように改正する。 

  様式第３号、様式第１２号、様式第１５号、様式第２８号（表）及び様式第

２９号の２中「㊞」を削る。 

様式第３６号中「印」を削る。 

様式第４０号、様式第４１号、様式第４９号、様式第５０号、様式第５２

号、様式第６３号から様式第６７号まで、様式第６９号、様式第７２号、様式

第７８号、様式第７９号、様式第８５号、様式第８７号、様式第９０号、様式

第９１号、様式第９４号及び様式第９６号中「㊞」を削る。 



（生駒市予算規則及び生駒市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

の一部改正） 

第８条 次に掲げる規則の規定中「印」を削る。 

 (1) 生駒市予算規則（昭和４０年１月生駒市規則第１号）様式第１号及び様

式第４号 

 (2) 生駒市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則（昭和６１年６

月生駒市規則第８号）別記様式 

（生駒市生活保護法施行細則の一部改正） 

第９条 生駒市生活保護法施行細則（平成１３年３月生駒市規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

  様式第９号中「受領印」を「記名欄」に改める。 

  様式第１１号から様式第１３号まで及び様式第１５号中「㊞」を削る。 

   

 

 

 

  様式第２１号、様式第２４号、様式第２７号及び様式第２８号中「㊞」を削

る。 

（生駒市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の

支給認定に関する規則の一部改正） 

第１０条 生駒市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用

給付の支給認定に関する規則（平成２７年３月生駒市規則第１４号）の一部を

次のように改正する。 

様式第１号から様式第３号までの規定中「㊞」を削る。 

「医療機関の所在地及び名称 

 院  （所）  長            を 

 担 当 医 師          ㊞」  

「医療機関の所在地及び名称 

 院  （所）  長            に改める。 

 担 当 医 師           」  

様式第１８号中 



様式第６号及び様式第７号中「印」及び「※ 自署の場合は印は不要です。

」を削る。 

様式第８号中「㊞」を削る。 

（生駒市養育医療の給付に関する規則の一部改正） 

第１１条 生駒市養育医療の給付に関する規則（平成２５年３月生駒市規則第１

２号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「もしくは記名押印」を削る。 

様式第２号、様式第６号、様式第７条、様式第９号及び様式第１０号中「㊞

」を削る。 

 （生駒市国民健康保険給付規則の一部改正） 

第１２条 生駒市国民健康保険給付規則（昭和３３年１１月生駒市規則第４号）

の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「印」を削り、「を記載し、記名及び押印」を「及び氏名を記

載」に改める。 

  様式第３号、様式第４号、様式第５号及び第６号中「印」を削る。 

（生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正） 

第１３条 生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成５年１２月生駒市規

則第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、

第８号を第７号とする。 

  第１０条中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

様式第２号、様式第４号、様式第９号及び様式第１２号中「㊞」を削る。 

（生駒市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則の一部改正） 

第１４条 生駒市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則（平成２５年５月生



駒市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第９号まで

を１号ずつ繰り上げる。 

様式第１号中「㊞」を削り、 

 

 

 

 

に改める。 

 様式第３号から様式第７号までの規定中「㊞」を削る。 

（生駒市建築基準法施行細則の一部改正） 

第１５条 生駒市建築基準法施行細則（平成１１年４月生駒市規則第２０号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

  様式第２号中「㊞」を削り、「係員印」を「係員氏名」に改める。 

   

  

築計画概要書（変更分）及び確認申請書の３面を添付してください。」に改め

る。 

「(3) 申請者の印鑑証明書（法人にあっては、 
 (4) 従業員名簿 
 (5) 事務所付近の見取図 
 (6) 運搬車の自動車検査証の写し及び写真並 
 (7) 事業の用に供する施設の平面図、構造図 
 (8) 誓約書 
 (9) その他市長が必要と認める書類 

代表者の印鑑証明書） 
 
 
びに車両配置図（再生輸送の場合のみ） 
及び再生工程図（再生活用の場合のみ） 
 
 
                  」 

「(3) 従業員名簿 
 (4) 事務所付近の見取図 
 (5) 運搬車の自動車検査証の写し 
 (6) 事業の用に供する施設の平面 
 (7) 誓約書 
 (8) その他市長が必要と認める書 

 
 
及び写真並びに車両配置図（再生輸送の場合のみ） 
図、構造図及び再生工程図（再生活用の場合のみ） 
類 

      」 

様式第３号中「㊞」を削り、「係員印」を「係員氏名」に、 
「(4) 届出人 

(5) 建築計 

の印は、申請時と同じ印を押印してください。 

画概要書（変更分）及び確認申請書の３面を添付してください。」 
を「(4) 建 

を 



 

 

 

 

 

 

に改める。 

  様式第５号中「㊞」を削り、「係員印」を「係員氏名」に改め、「(3) 届

出人の印は、申請時と同じ印を押印してください。」を削る。 

  様式第６号中「㊞」を削り、「係員印」を「係員氏名」に改め、「(4) 届

出人の印は、申請時と同じ印を押印してください。」を削る。 

  様式第７号中「㊞」を削り、「係員印」を「係員氏名」に、 

                              を「(4) 確認 

済証又は許可、承認若しくは認定通知書を同時に提出してください。」に改め

る。 

  様式第８号中「㊞」を削り、「係員印」を「係員氏名」に改める。 

  様式第９号中「㊞」を削り、 

                 を「注意 ※印の欄は、記入しないでくだ 

さい。」に改める。 

 （生駒市建築審査会条例施行規則の一部改正） 

第１６条 生駒市建築審査会条例施行規則（平成６年４月生駒市規則第１６号）

様式第４号中「㊞」を削り、「係員印」を「係員氏名」に、 

「(3) 届出人の印 

(4) ５欄及び６ 

(5) 建築計画概 

及び各項中の印は、申請時と同じ印を押印してください。 

欄は、変更後の敷地について記入してください。 

要書（変更分）、確認申請書の３面及び変更配置図を添付してください。」 

を 

「(3) ５欄及び６欄は、変更後の敷地について記入してください。 

 (4) 建築計画概要書（変更分）、確認申請書の３面及び変更配置図を添付 

してください。                          」 

「(4) 届出人の印 

 (5) 確認済証又 

は、申請時と同じ印を押印してください。 

は許可、承認若しくは認定通知書を同時に提出してください。」 

「注意 (1) ※印の欄は、記入しないでくださ 

    (2) 申請者の印及び３欄の印は、申請 

い。 

時と同じ印を押印してください。」 



の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。 

（生駒市都市公園条例施行規則の一部改正） 

第１７条 生駒市都市公園条例施行規則（昭和４５年３月生駒市規則第６号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第６号までの規定中「㊞」を削る。 

   

様式第９号中「㊞」を削る。 

 

 

（生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正） 

第１８条  生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則（昭和５

９年４月生駒市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削り、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号中 

「 住所 

氏名     ㊞ 」 
を 

住所 

氏名 

T E L       

「 

」 
に改める。 

様式第１２号中 

住所 

氏名     ㊞ 

「 

」 
を 

住所 

氏名 

T E L       

「 

」 
に改める。 

「 

を 

土地の所有者（受益者が所有者と異なる場合のみ記入してください｡) 

住 所 氏 名 同意印 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

 

」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改める。 

 様式第３号中「㊞」を削り、 

 

 

 

 

 

 

 

「 

「 

を

に

土地の所有者（受益者が所有者と異なる場合のみ記入してください｡) 

住 所 氏 名 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

〒 
 
 
電話番号 

フリガナ 
氏名 

」 

土地の所有者 
（受益者が所有者と異なる場合のみ記入してください｡) 

住 所 氏 名 同意印 

   

   

   

   

   
」 



 

 

 

 

 

 

 

  様式第７号、様式第１０号、様式第１３号及び様式第１４号中「㊞」を削

る。 

（生駒市排水設備指定工事店等に関する規則の一部改正） 

第１９条 生駒市排水設備指定工事店等に関する規則（昭和５９年４月生駒市規

則第９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第９号まで

を１号ずつ繰り上げる。 

  様式第２号を次のように改める。 

  様式第２号 削除 

  様式第３号、様式第４号及び様式第９号から様式第１１号までの規定中「㊞

」を削る。 

 （生駒市消防吏員貸与品に関する規則及び生駒市消防職員等立入検査証規則の

一部改正） 

第２０条 次に掲げる規則の規定中「受領印」を「受領者名」に改める。 

 (1) 生駒市消防吏員貸与品に関する規則（昭和４２年４月生駒市規則第７号

） 別記様式 

 (2) 生駒市消防職員等立入検査証規則（平成６年４月生駒市規則第１７号） 

「 土地の所有者 
（受益者が所有者と異なる場合のみ記入してください｡) 

住 所 氏 名 

  

  

  

  

  

 

」 

に改める。 



様式第２号 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則（以下「旧規則」とい

う｡)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定

により提出された様式とみなす。 

３ この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 


